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                                 積水ハウス株式会社 
 

積水ハウスの技術をオープン化 国内の良質な住宅ストック形成に貢献 
木造住宅の耐震性向上を実現する業界初の共同建築事業「SI事業」を９月開始 

 

積水ハウス株式会社は、創業以来培ってきた安全・安心の技術を広く開放して木造住宅の性能を進化させるた
め、賛同いただいたパートナー企業と互いの強みを活かした、業界初となる共同建築事業「SI（エス・アイ）事
業」を新たに 9 月 1 日から開始します。SI 事業を通じて、これまでの大地震において地盤移動や津波によるも
のを除き全壊・半壊０棟だったことにより実証された、当社オリジナルの耐震技術「基礎ダイレクトジョイント
構法」（特許申請済）や「積水ハウス建設による高精度な施工」といった、積水ハウスの技術を取り入れた高い
耐震性をそなえた住宅を全国に広げ、お客様に安全・安心を提供し、良質な住宅ストック形成に貢献します。 

            
積水ハウスが請負う S＝スケルトン(基礎・躯体)  パートナー企業が担うＩ＝インフィル（外装・内装） 

 
【地震大国日本 住宅ストックの状況は多くの戸建住宅で耐震性が不十分】 
日本国内の戸建住宅の 29％は、40年以上前に施行された新耐震基準よりも前に建てられ、その中には耐震性

不足の住宅が 17％も現存するなど、地震大国日本の住宅ストックには未だ課題が残されています。また、2016
年の熊本地震では被害が大きかった益城町において、国の調査結果と分析からも新耐震基準以降に建築された木
造住宅のうち、崩壊・倒壊、大破、中破といった大きな被害が 25％となっており、新耐震基準以降に建てられた
木造住宅であっても、耐震面で改善の余地があることも明らかとなりました。 



 

 
Sekisui House, Ltd. 

【創業以来培った積水ハウスのオリジナル技術と「積水ハウス建設による確かな施工力」をオープン化】 
 地震発生時には、建物に大きな横からの力が加わります。この力を強靭な基礎と接合された耐力壁が受け止
めて地震に抵抗しますが、過去の地震被害を振り返ると、基礎と耐力壁の接合部が弱点となるケースがありま
した。この基礎と耐力壁との接合部が重要で、積水ハウスでは独自の技術である「基礎ダイレクトジョイント
構法」を採用し、耐震性の高い住宅を提供してきました。 
一般的な在来木造工法では基礎の上に土台を設置し、その上に柱を建てます。基礎と柱の間に土台があるた

め、耐力壁から基礎に伝わる力は土台を介することとなり、土台の固定方法によってはこの接合部が弱点にな
る場合がありました。土台の役割のひとつとして、上部構造の水平や直線性を保つことがあります。基礎とア
ンカーボルトの施工精度がきわめて高い積水ハウスのシャーウッドでは、土台を使わず基礎と柱を専用の構造
用金物で直接緊結する「基礎ダイレクトジョイント構法」を採用し、どの方向からの力にも均質な強さを発揮
し、柱の抜けや外れが起きにくい安全・安心で強い構造体が実現しています。 
今回の SI事業において、積水ハウスはこの「基礎ダイレクトジョイント構法」など、積水ハウスが長年にわ

たり築き上げてきた耐震技術を世の中に広くオープン化します。そして、専用の基礎型枠とアンカー定規を使
った高い施工技術を持つ「積水ハウス建設」が施工を行います。当社の住宅は、100%子会社である積水ハウ
ス建設が直接施工を行うことで、業界をリードする耐震技術を確実に提供してまいりました。SI事業のスケル
トン部分においては積水ハウス建設が基礎と躯体工事を担うことで安全・安心を提供し、国内での良質な住宅
ストックの形成に貢献してまいります。 

 
【2025年法改正（4号特例の縮小）にも対応】 
近年、太陽光発電や省エネ設備の設置といったゼロエネルギー化の促進に伴い、建築物の重量が増えることで、

地震時に建物の構造躯体や接合部にかかる負担が大きくなり、被害リスクが懸念されています。このリスクへの
対応として、国は 2025年 4 月から ZEH水準の断熱性能を持つ住宅の増加に伴い、建築物の重量を適切に評価
するために、構造設計図書の提出を必須化するなどの法改正を予定しています（4号特例※1の縮小）。 
提携するパートナー企業側からは 2024年問題※2に加え、4号特例の縮小により作業負担や必要な人員の増加

が重荷になるといった指摘も出ています。 
積水ハウスではこれまでも時代の一歩先を行き、法改正などに先行して耐震技術を積み重ねてきましたが、今

回の SI事業でも、2025年の法改正に先立ち、全棟、許容応力度設計による構造計算を行い、確実に構造安全性
を確認する運用に変更し、一層の安心をお届けします。 
 
※1 ４号特例（審査省略制度）: 建築基準法第６条の４に基づき、建築確認の対象となる木造住宅等の小規模建築物（建築基準
法第 6条第 1項 第 4号に該当する建築物）において、建築士が設計を行う場合には、構造関係規定等の審査が省略される制度。 
※2 2024年問題 : 来年 4月から時間外労働が規制強化されることに伴い生じる問題。  
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【パートナー企業とともに互いの強みを活かす SI事業】 
 SI事業は、積水ハウスが耐震面において建物の最も重要な部分である「スケルトン」＝「S」部分の基礎、躯
体、接合部を請け負い、積水ハウスグループの積水ハウス建設が高精度な施工を行います。積水ハウスの技術を
インストールし、積水ハウスの総合力を活かした各種サポートも実施します。 
そして「インフィル」＝「Ｉ」部分の外装や内装は、パートナー企業が担い、地域での高い土地仕入れ力・販

売力を活かし、地域特性に沿った提案を行うなど地域密着型の顧客対応を可能とします。 
積水ハウスが提供するのは、基礎・躯体といったハード面に加え、ソフト面では『ＳＩ－COLLABORATION』

という「商標の提供」、全邸で実施する「許容応力度構造計算」などの各種サポートがあります。 
 SI事業では、パートナー企業の販売手法や外装・内装の独自性が確保されており、かつ積水ハウスグループに
よる施工が伴う点でフランチャイズとは異なります。お客様と契約し、保証やアフター対応を行うのはパートナ
ー企業です。2025年度までに年間 300棟を目標としたうえで、その後も全国のパートナー企業とともに展開し
てまいります。 
 ９月１日には関東大震災からちょうど 100年を迎えます。地震大国日本において、積水ハウスは SI事業を通
じて今まで培った技術をオープン化することで、国内の住宅の耐震性をより一層高め、良質な住宅ストックの形
成に貢献してまいります。 
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【SI事業 2023年 8月 28日時点の参加パートナー企業】 
今後も「良質な住宅ストックの形成」に向けた当社方針と志をともにした企業と、全国で事業を行います。 
参加企業名 関西住宅販売株式会社 

 

 

株式会社ノーブルホーム 
 

 

積豊建設株式会社 
 

 
 

本社所在地 兵庫県明石市 茨城県水戸市 茨城県日立市 
代表者名 代表取締役社長 横野 修三 代表取締役 福井 英治 代表取締役社長 根本 正和 
会社情報 ・住宅着工総数 705棟

（2021年度） 
・兵庫県ビルダー着工棟数
１位（2021年度） 

・住宅着工総数 815棟 
（2022年度） 
・茨城県ビルダー着工棟数 
８年連続１位（2014-2021年度） 

・積水ハウス指定工事店として
50年 
・本体工事 1万棟を超える実績 

会社 HP https://kanju.jp/ https://www.noblehome.co.jp/ https://sekiho.co.jp/ 
 
 
【積水ハウス SI事業 HP】 
https://www.sekisuihouse.co.jp/si-collaboration/ 
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